
オレンジフラッグの推進

- 神奈川県の取組み –

令和元年10月29日

神奈川県 くらし安全防災局防災部災害対策課



オレンジフラッグとは
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 定義
津波警報等が発表されたことによる注意喚起、避難の呼びかけを伝

達する（防災行政無線等による津波警報・注意報の伝達を補完）ため
のオレンジ色の旗

 掲出者
オレンジフラッグの設置箇所に近く位置する者で、迅速な掲出が可

能である者をあらかじめ指定しておく。

 伝達対象者
海浜利用者。特に、海上でマリンスポーツをされている方等。

 掲出基準
津波警報等が発表された時

（神奈川県における津波避難用オレンジフラッグフラッグ取扱い基準より）



オレンジフラッグ誕生の経緯

3

平成２３年

・３月11日 材木座海岸（鎌倉市）において、ウィンドサー
フィンショップ経営者が、東北地方太平洋沖地震による津
波の危険を海岸利用者に伝えるため、レース用の旗を振っ
て知らせた。

平成２５年
・神奈川県津波対策推進会議（構成：国・県・市）において、
「神奈川県における津波避難用オレンジフラッグ取扱い基準」
を定める。

背景図：材木座海岸

・３月下旬 鎌倉マリンスポーツ連盟が海岸で色々な旗を沖
合から確認する実証を実施した結果、オレンジ色の旗の視
認性が高かったことから、オレンジ色を採用し、連盟にお
いて普及することとした。



オレンジフラッグの形状（参考例）
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①海水浴場における遊泳者 ②マリンスポーツ者 ③港内のヨット利用者

旗

短辺を80cm以上、長辺を
120cm以上の長さとする長方
形

短辺を２ｍ以上、長辺を３ｍ以
上とする長方形

②と同一

【デザイン】

オレンジと黒の縞状
の旗
（ヨットレース使用
の旗と混同を避ける
ため）

のぼり

短辺を60cm程度、長辺を
180cm程度の長さとする長方
形

ー

懸垂幕

短辺を90cm程度、長さを
150cm以上とする長方形

短辺を９０ｃｍ程度、長辺を２
ｍ以上とする長方形

吹き
流し

長さを２ｍ以上とする 長さを２ｍ以上とする。

（神奈川県における津波避難用オレンジフラッグフラッグ取扱い基準より）



県内実績
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新江ノ島水族館（藤沢市）

逗子海岸（逗子市）

①横浜市②平塚市③鎌倉市④藤沢市⑤小田原市⑥茅ヶ崎市⑦逗子市

⑧三浦市➈葉山町⑩大磯町⑪真鶴町⑫湯河原町

12沿岸市町において運用（平成31年３月現在）

○平成30年11月に藤沢市津波避難訓練
において掲出

○津波避難ビルに指定済み



住民・海岸利用者への周知
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・「津波発生時にとるべき行動例」動画

・県公式ユーチューブチャンネル
かなチャンTVにて公開

啓発チラシ


